
（
消
費
税
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。（

輸
出
物
品
販
売
場
に
お
け
る
輸
出
物
品
の
譲
渡
に
係
る
免
税
）

（
輸
出
物
品
販
売
場
に
お
け
る
輸
出
物
品
の
譲
渡
に
係
る
免
税
）

第
八
条

輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
が
、
免
税
購
入
対
象
者
（
外
国
為
替

第
八
条

輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
が
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（

及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
第
六

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
第
六
号
（
定
義
）
に
規
定

号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
非
居
住
者
で
あ
つ
て
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（

す
る
非
居
住
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
非
居
住
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
政

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
四
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
（
上
陸
の
許

令
で
定
め
る
物
品
で
輸
出
す
る
た
め
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
購
入
さ
れ
る
も
の

可
）
に
規
定
す
る
上
陸
の
許
可
を
受
け
て
在
留
す
る
者
、
同
法
別
表
第
一
の
一
の
表

の
譲
渡
（
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
を
課
さ
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
も
の

の
外
交
若
し
く
は
公
用
の
在
留
資
格
又
は
同
法
別
表
第
一
の
三
の
表
の
短
期
滞
在
の

を
除
く
。
）
を
行
つ
た
場
合
（
政
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
物
品
の
譲

在
留
資
格
を
も
つ
て
在
留
す
る
者
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

渡
に
係
る
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
価
の
額
の
合
計
額
が
政
令
で
定
め
る

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
物
品
で
輸
出
す
る
た
め
政
令
で
定
め

金
額
以
上
と
な
る
と
き
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該
物
品
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
消
費

る
方
法
に
よ
り
購
入
さ
れ
る
も
の
の
譲
渡
（
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
消
費
税

税
を
免
除
す
る
。

を
課
さ
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
つ
た
場
合
（
政
令
で
定
め
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
物
品
の
譲
渡
に
係
る
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
価

の
額
の
合
計
額
が
政
令
で
定
め
る
金
額
以
上
と
な
る
と
き
に
限
る
。
）
に
は
、
当
該

物
品
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
を
免
除
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
同
項
の
譲
渡
を
し
た
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
が

２

前
項
の
規
定
は
、
同
項
の
譲
渡
を
し
た
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
が

、
当
該
物
品
が
免
税
購
入
対
象
者
に
よ
つ
て
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
購
入
さ

、
当
該
物
品
が
非
居
住
者
に
よ
つ
て
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
購
入
さ
れ
た
こ

れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
電
磁
的
記
録
（
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る

と
を
証
す
る
書
類
又
は
電
磁
的
記
録
（
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
国
税
関

国
税
関
係
帳
簿
書
類
の
保
存
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
二

係
帳
簿
書
類
の
保
存
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
二
十
五
号

十
五
号
）
第
二
条
第
三
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
）
を
保
存

）
第
二
条
第
三
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
）
を
保
存
し
な
い

し
な
い
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
既
に
次
項
本
文
若
し
く
は
第
五
項
本

場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
既
に
次
項
本
文
若
し
く
は
第
五
項
本
文
の
規

文
の
規
定
の
適
用
が
あ
つ
た
場
合
又
は
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
当

定
の
適
用
が
あ
つ
た
場
合
又
は
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
当
該
書
類

該
書
類
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
を
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
こ
と
を
当
該
事

若
し
く
は
電
磁
的
記
録
を
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
こ
と
を
当
該
事
業
者
に

業
者
に
お
い
て
証
明
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

お
い
て
証
明
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

輸
出
物
品
販
売
場
に
お
い
て
第
一
項
に
規
定
す
る
物
品
を
同
項
に
規
定
す
る
方
法

３

輸
出
物
品
販
売
場
に
お
い
て
第
一
項
に
規
定
す
る
物
品
を
同
項
に
規
定
す
る
方
法

に
よ
り
購
入
し
た
免
税
購
入
対
象
者
が
、
本
邦
か
ら
出
国
す
る
日
（
そ
の
者
が
免
税

に
よ
り
購
入
し
た
非
居
住
者
が
、
本
邦
か
ら
出
国
す
る
日
（
そ
の
者
が
居
住
者
（
外

購
入
対
象
者
で
な
く
な
る
場
合
に
は
、
当
該
免
税
購
入
対
象
者
で
な
く
な
る
日
）
ま

国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
六
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
居
住
者
を
い
う
。
以

で
に
当
該
物
品
を
輸
出
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
出
港
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
（
そ
の

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
居
住
者
と
な
る
日
）
ま
で

者
が
免
税
購
入
対
象
者
で
な
く
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
な
く
な
る
時
に
お
け
る
そ
の

に
当
該
物
品
を
輸
出
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
出
港
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
（
そ
の
者

者
の
住
所
又
は
居
所
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

が
居
住
者
と
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
な
る
時
に
お
け
る
そ
の
者
の
住
所
又
は
居
所
の



じ
。
）
は
、
そ
の
者
が
当
該
物
品
を
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
亡
失

所
在
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の
者
が

し
た
た
め
輸
出
し
な
い
こ
と
に
つ
き
当
該
税
関
長
の
承
認
を
受
け
た
場
合
を
除
き
、

当
該
物
品
を
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
亡
失
し
た
た
め
輸
出
し
な
い

そ
の
者
か
ら
当
該
物
品
の
譲
渡
に
つ
い
て
の
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
除
に
係
る
消

こ
と
に
つ
き
当
該
税
関
長
の
承
認
を
受
け
た
場
合
を
除
き
、
そ
の
者
か
ら
当
該
物
品

費
税
額
に
相
当
す
る
消
費
税
を
直
ち
に
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
既
に
前
項
本
文
に
規

の
譲
渡
に
つ
い
て
の
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
除
に
係
る
消
費
税
額
に
相
当
す
る
消

定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
事
実
が
生
じ
て
い
る
場
合
又
は
第
五
項
本
文
の
規
定
の
適

費
税
を
直
ち
に
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
既
に
前
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す

用
が
あ
つ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
事
実
が
生
じ
て
い
る
場
合
又
は
第
五
項
本
文
の
規
定
の
適
用
が
あ
つ
た
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

４

第
一
項
に
規
定
す
る
物
品
で
、
免
税
購
入
対
象
者
が
輸
出
物
品
販
売
場
に
お
い
て

４

第
一
項
に
規
定
す
る
物
品
で
、
非
居
住
者
が
輸
出
物
品
販
売
場
に
お
い
て
同
項
に

同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
購
入
し
た
も
の
は
、
国
内
に
お
い
て
譲
渡
又
は
譲
受

規
定
す
る
方
法
に
よ
り
購
入
し
た
も
の
は
、
国
内
に
お
い
て
譲
渡
又
は
譲
受
け
（
こ

け
（
こ
れ
ら
の
委
託
を
受
け
、
若
し
く
は
媒
介
の
た
め
当
該
物
品
を
所
持
し
、
又
は

れ
ら
の
委
託
を
受
け
、
若
し
く
は
媒
介
の
た
め
当
該
物
品
を
所
持
し
、
又
は
譲
渡
の

譲
渡
の
た
め
そ
の
委
託
を
受
け
た
者
若
し
く
は
媒
介
を
す
る
者
に
所
持
さ
せ
る
こ
と

た
め
そ
の
委
託
を
受
け
た
者
若
し
く
は
媒
介
を
す
る
者
に
所
持
さ
せ
る
こ
と
を
含
む

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

し
、
当
該
物
品
の
譲
渡
又
は
譲
受
け
を
す
る
こ
と
に
つ
き
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ

該
物
品
の
譲
渡
又
は
譲
受
け
を
す
る
こ
と
に
つ
き
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
物
品
の
所
在
場
所
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け

に
お
い
て
、
当
該
物
品
の
所
在
場
所
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
た
と
き

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

省

略

５

同

上

６

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
輸
出
物
品
販
売
場
と
は
、
次
に
掲
げ
る
要

６

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
輸
出
物
品
販
売
場
と
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
の
全
て
を
満
た
す
事
業
者
（
次
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
を
納
め
る

件
の
全
て
を
満
た
す
事
業
者
（
次
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
を
納
め
る

義
務
が
免
除
さ
れ
る
事
業
者
を
除
く
。
）
の
経
営
す
る
販
売
場
（
第
八
項
に
規
定
す

義
務
が
免
除
さ
れ
る
事
業
者
を
除
く
。
）
の
経
営
す
る
販
売
場
（
第
八
項
に
規
定
す

る
臨
時
販
売
場
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
免
税
購
入
対
象
者
に
対
し
第
一
項
に
規
定

る
臨
時
販
売
場
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
非
居
住
者
に
対
し
第
一
項
に
規
定
す
る
物

す
る
物
品
で
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
購
入
さ
れ
る
も
の
の
譲
渡
を
す
る
こ
と

品
で
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
購
入
さ
れ
る
も
の
の
譲
渡
を
す
る
こ
と
が
で
き

が
で
き
る
も
の
と
し
て
、
当
該
事
業
者
の
納
税
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
の
許
可
を

る
も
の
と
し
て
、
当
該
事
業
者
の
納
税
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
の
許
可
を
受
け
た

受
け
た
販
売
場
を
い
う
。

販
売
場
を
い
う
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

７

省

略

７

同

上

８

臨
時
販
売
場
（
免
税
購
入
対
象
者
に
対
し
、
第
一
項
に
規
定
す
る
物
品
を
譲
渡
す

８

臨
時
販
売
場
（
非
居
住
者
に
対
し
、
第
一
項
に
規
定
す
る
物
品
を
譲
渡
す
る
た
め

る
た
め
に
七
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
設
置
す
る
販
売
場
を
い
う
。
）
を
設
置
し
よ

に
七
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
設
置
す
る
販
売
場
を
い
う
。
）
を
設
置
し
よ
う
と
す

う
と
す
る
事
業
者
（
第
六
項
に
規
定
す
る
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
に

る
事
業
者
（
第
六
項
に
規
定
す
る
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
に
限
る
。

限
る
。
）
で
次
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
、
当
該
臨
時
販
売
場
を
設
置
す
る
日
の
前

）
で
次
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
、
当
該
臨
時
販
売
場
を
設
置
す
る
日
の
前
日
ま
で

日
ま
で
に
、
当
該
臨
時
販
売
場
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
期
間
そ
の
他
財
務
省
令
で
定

に
、
当
該
臨
時
販
売
場
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
期
間
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
事

め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
そ
の
納

項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
そ
の
納
税
地
を

税
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
に
提
出
し
た
と
き
は
、
当
該
期
間
に
限
り
、
当
該
臨
時

所
轄
す
る
税
務
署
長
に
提
出
し
た
と
き
は
、
当
該
期
間
に
限
り
、
当
該
臨
時
販
売
場

販
売
場
を
第
六
項
に
規
定
す
る
輸
出
物
品
販
売
場
と
み
な
し
て
、
第
一
項
か
ら
第
四

を
第
六
項
に
規
定
す
る
輸
出
物
品
販
売
場
と
み
な
し
て
、
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で



項
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

の
規
定
を
適
用
す
る
。

９

省

略

９

同

上

税
関
長
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
項
本
文
の
承
認
及
び
徴
収
に

10
係
る
権
限
並
び
に
同
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
直
ち
に
徴
収
す
る
消
費
税
に
関
す
る
法

令
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
の
一
部
を
税
関
の
支
署
そ
の
他
の
税
関
官
署
の
長
に
委
任

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

省

略

同

上

11

10

（
個
人
事
業
者
の
納
税
地
）

（
個
人
事
業
者
の
納
税
地
）

第
二
十
条

個
人
事
業
者
の
資
産
の
譲
渡
等
及
び
特
定
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
の
納
税

第
二
十
条

同

上

地
は
、
そ
の
個
人
事
業
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

三

国
内
に
住
所
及
び
居
所
を
有
し
な
い
者
で
、
国
内
に
そ
の
行
う
事
業
に
係
る
事

三

国
内
に
住
所
及
び
居
所
を
有
し
な
い
者
で
、
国
内
に
そ
の
行
う
事
業
に
係
る
事

務
所
、
事
業
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
、
次
条
第
二
項
及

務
所
、
事
業
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
二
条

び
第
二
十
二
条
第
二
号
に
お
い
て
「
事
務
所
等
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
者
で
あ

ま
で
に
お
い
て
「
事
務
所
等
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
場
合

そ
の
事

る
場
合

そ
の
事
務
所
等
の
所
在
地
（
そ
の
事
務
所
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は

務
所
等
の
所
在
地
（
そ
の
事
務
所
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
主
た
る
も
の
の

、
主
た
る
も
の
の
所
在
地
）

所
在
地
）

四

省

略

四

同

上

（
個
人
事
業
者
の
納
税
地
の
特
例
）

（
個
人
事
業
者
の
納
税
地
の
特
例
）

第
二
十
一
条

国
内
に
住
所
の
ほ
か
居
所
を
有
す
る
個
人
事
業
者
で
所
得
税
法
第
十
六

第
二
十
一
条

国
内
に
住
所
の
ほ
か
居
所
を
有
す
る
個
人
事
業
者
で
所
得
税
法
第
十
六

条
第
一
項
（
納
税
地
の
特
例
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
（
第
二
十
三
条
第
一
項

条
第
一
項
（
納
税
地
の
特
例
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
二
十
三

の
規
定
に
よ
り
納
税
地
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
）
の
資
産
の
譲
渡
等
及

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
税
地
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
）
が
同
法
第

び
特
定
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
の
納
税
地
は
、
前
条
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
書
類
を
提
出
し
た
と
き
は
、
そ
の
提
出
が
あ

、
そ
の
住
所
地
に
代
え
、
そ
の
居
所
地
と
す
る
。

つ
た
日
後
に
お
け
る
資
産
の
譲
渡
等
及
び
特
定
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
の
納
税
地
は

、
前
条
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
住
所
地
に
代
え
、
そ
の
居
所
地
と
す

る
。

２

国
内
に
住
所
又
は
居
所
を
有
し
、
か
つ
、
そ
の
住
所
地
又
は
居
所
地
以
外
の
場
所

２

国
内
に
住
所
又
は
居
所
を
有
し
、
か
つ
、
そ
の
住
所
地
又
は
居
所
地
以
外
の
場
所

に
事
務
所
等
を
有
す
る
個
人
事
業
者
で
所
得
税
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用

に
事
務
所
等
を
有
す
る
個
人
事
業
者
で
所
得
税
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
者
（
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
税
地
の
指
定
を
受
け
て
い
る

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
税
地
の
指
定
を
受

者
を
除
く
。
）
の
資
産
の
譲
渡
等
及
び
特
定
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
の
納
税
地
は
、

け
て
い
る
者
を
除
く
。
）
が
同
法
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
書
類
を

前
条
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
事
務
所
等
の
所
在
地
（
そ

提
出
し
た
と
き
は
、
そ
の
提
出
が
あ
つ
た
日
後
に
お
け
る
資
産
の
譲
渡
等
及
び
特
定



の
事
務
所
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
主
た
る
も
の
の
所
在
地
）
と
す
る
。

仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
の
納
税
地
は
、
前
条
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
事
務
所
等
の
所
在
地
（
そ
の
事
務
所
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
主

た
る
も
の
の
所
在
地
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
居
所
地
又
は
事
務
所
等
の
所
在
地
を
資
産
の
譲
渡
等
及
び

特
定
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
の
納
税
地
と
し
て
い
る
個
人
事
業
者
が
所
得
税
法
第
十

六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
書
類
を
提
出
し
た
と
き
は
、
そ
の
提
出
が
あ
つ

た
日
後
に
お
け
る
資
産
の
譲
渡
等
及
び
特
定
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
の
納
税
地
は
、

そ
の
住
所
地
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
所
等
の
所
在
地
を
資
産
の
譲
渡
等
及
び
特

定
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
の
納
税
地
と
し
て
い
る
者
で
住
所
を
有
し
て
い
な
い
者
に

つ
い
て
は
、
居
所
地
）
と
す
る
。

３

省

略

４

同

上

（
法
人
の
納
税
地
の
異
動
の
届
出
）

（
納
税
地
の
異
動
の
届
出
）

第
二
十
五
条

法
人
は
、
そ
の
資
産
の
譲
渡
等
及
び
特
定
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
の
納

第
二
十
五
条

事
業
者
は
、
そ
の
資
産
の
譲
渡
等
及
び
特
定
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
の

税
地
に
異
動
が
あ
つ
た
場
合
（
第
二
十
三
条
第
一
項
の
指
定
に
よ
り
資
産
の
譲
渡
等

納
税
地
に
異
動
が
あ
つ
た
場
合
（
第
二
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に

及
び
特
定
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
の
納
税
地
の
異
動
が
あ
つ
た
場
合
を
除
く
。
）
に

規
定
す
る
書
類
の
提
出
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
の
指
定
に
よ
り
資
産
の
譲
渡
等
及

は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
異
動
前
の
納
税
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
に
書
面
に
よ
り
そ

び
特
定
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
の
納
税
地
の
異
動
が
あ
つ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は

の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
遅
滞
な
く
、
そ
の
異
動
前
の
納
税
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
に
書
面
に
よ
り
そ
の

旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


